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見方・考え方を育てる中学校歴史授業の開発
―小単元「喧嘩両成敗について考える」の場合―

田口紘子・竹中伸夫・田中　伸・丹生英治
（2006年10月５日受理）

A study on developing a new view of society in junior high school history course:
Unit plan “Considering Kenkaryouseibai”

Hiroko Taguchi, Nobuo Takenaka, Noboru Tanaka, and Eiji Nyu

　　 The purpose in this paper is to develop the lesson plan for teaching history in junior 
high schools to consider Kenkaryouseibai.
　　 We developed the unit plan “Considering Kenkaryouseibai.”　This plan aims recognize 
the perspectives and views of Kenkaryouseibai. 
　　 We have prepared two views of society in the middle ages to plan the unit.　One is a 
viewpoint of state power that Sengokudaimyo refused to decide a quarrel.　Another is a 
viewpoint of moderateness that Sengokudaimyo evaded that he decided a quarrel. 
　　 As students have a viewpoint of state power in everylife, we have planed the history 
lesson that they could acquire a new viewpoint and think about the modern society based 
on a new viewpoint.  
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Ⅰ． 中学校社会科における歴史の　
　　見方・考え方とその育成の方法

　本稿の目的は，子どもたちの歴史事象に対する見
方・考え方を多様化・深化させる中学校社会科歴史単
元を開発し，それを提示することである。
　歴史事象に対する見方・考え方とは，ある歴史事象
に関する理解を構成している枠組みであり，歴史事象
に意味を与えるものである。例えば，われわれが「672
年６月におこった，大海人皇子と大友皇子との内乱」
を思い浮かべたときにはすでに，この事象に関連した
「皇位継承をめぐる壬申の乱」や「天皇権力の増大」
などという内乱や政変に関する枠組みを使用してお
り，これが見方・考え方である。
　見方・考え方を育成する授業の開発に関して，筆者
たちのグループはこれまでにいくつかの方略を示して
きた1）。このような子どもたちの見方・考え方を多様

化・深化する授業は，後述するように，過去の社会を
学習対象とする歴史において特に強く求められてお
り，多元的な歴史を示すことによって，歴史を開かれ
たものとして認識することになろう。
　また，子どもたちのもつ日常的な歴史の見方・考え
方および歴史授業で示されてきた従来の見方・考え方
とは異なる新しい見方・考え方を授業で獲得させるこ
とは，現代社会をも違った見方・考え方でとらえるこ
とにも転用しうる。このような見方・考え方の育成は，
現代の社会をも批判的に吟味・検討することができる
「現代民主主義社会の市民」2）を育成することにもつな
がるものと考えられる。

Ⅱ．中学校歴史授業の現状と課題

　現在，中学校でおこなわれている歴史学習の問題点
として，以下の５点が挙げられる。
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　第１は，教師が，授業では歴史的事実を中心に教え
なければならないと考えていることである。たしかに，
われわれは歴史的事実を手がかりに過去の社会すなわ
ち歴史について考えるが，歴史的事実だけで歴史を理
解できるわけではない。
　第２に，教師が歴史教科書の記述すなわち執筆者の
選択した歴史的事実およびその解釈を中心として教え
ることで，子どもたちはそれを唯一の「真実」として
受け取ってしまうことである。多様な解釈のうちのた
だ１つを，子どもたちに無批判的に教えることは，以
下の問題も引きおこす。
　第３の問題点は，正しいとされた歴史解釈がもつ価
値をも，子どもたちは無批判的に受け入れざるをえな
いことである。歴史は解釈者の価値や意味づけが介在
している。その他の歴史解釈に触れることがなければ，
特定の価値のみを「真理」として受け取ってしまいか
ねない。
　第４の問題点は，唯一の「真理」を教えることで，
子どもたちに過去そのものが客観的に存在したと考え
させ，歴史の可能性を閉ざしてしまうことである。そ
のようになったのは当然であると思いこみ，他にあり
得たことを見捨ててしまう。
　そして，第５の問題点は，現行の歴史教育が子ども
たちにとって，違う歴史が作り出されることもなく，
ただ決まりきったものであり，興味のないもの，意味
のないものとなっていることである。子どもたちは，
これまでに挙げた問題点が作り出す決定論的な歴史の
暗記に終始してしまいがちとなり，歴史を学ぶ動機を
見出せない状況となっている。
　このような現状の改善は，歴史授業で過去の事象に
対する多様な見方・考え方を獲得させ，新しい見方・
考え方が他の過去の事象や現代の事象の理解に適用可
能であることを示すことでなされよう。本稿では，「喧
嘩両成敗」に対する２つの見方・考え方を発見し，そ
れらのもつ意味を探求するとともに，現代でも使われ
る「喧嘩両成敗」をも吟味・検討し，反省する授業を
開発することにした。

Ⅲ． 歴史単元「喧嘩両成敗について
　　考える」　　　　　 　　　　　

１．単元の開発過程
　「喧嘩両成敗」とは，戦国時代に各地の戦国大名た
ちが定めた，喧嘩の両当事者をその理由にかかわらず
処罰するとした規定であり，その用語は現代の日常生
活や新聞見出し等でも使われており，歴史授業におい
ては，過去と現代を結びつける教材となりうるもので

ある3）。
　また，これまで歴史教科書や歴史授業において，「喧
嘩両成敗」を取り上げる多くの場合，戦国大名の強権
的性格を示すものとして説明されてきた4）。すなわち
この説明は，この規定を定めた戦国大名は，裁判で罪
の決定をすることを拒否し，乱暴な規則を押しつける
ことのできるような強い権力だったとする見方・考え
方に立っている。授業づくりをこの立場で行うものは
多い。
　この見方・考え方を「裁定拒否・強権主義」と呼ぶ
ことにすれば，これと異なる見方・考え方も歴史研究
により明らかにされている5）。これは，戦国大名は弱
い権力であったため，裁判で罪の決定をすることがで
きず，それを回避し，とにかく平穏な生活を守るため
に両者を同罪にしたとする見方・考え方である。これ
は「裁定回避・平穏主義」と呼ぶことができよう。
　これら２つの見方・考え方を授業の中心に設定する
と，子どもたちは，それぞれの見方・考え方において
過去の「喧嘩両成敗」のとらえ方，目的，またそれを
生み出した社会の説明が異なる，ということを認識す
ることができる。また，現代の「喧嘩両成敗」的な事
例に対する見方・考え方をも多様化させることができ
る。

２．歴史単元「喧嘩両成敗について考える」の全体構造
（1）見方・考え方の構造
　開発した歴史単元「喧嘩両成敗について考える」に
おいて中心となる『「喧嘩両成敗」に対する見方・考
え方』を図示したのが，次頁の構造図である。
　構造図は，「裁定拒否・強権主義」の見方・考え方
と「裁定回避・平穏主義」の見方・考え方という２つ
の見方・考え方を上下に分けて示している。
　図の下に示した「裁定拒否・強権主義」の見方・考
え方は，喧嘩の裁定者の権力を強い，とする立場であ
る。この見方・考え方は，以下の４段階として構造化
することができる。第一段階は，「喧嘩両成敗」の規
定（事実）から，それを定めた戦国大名の権力が強かっ
たと捉えること（感覚的認識）。第二段階は，事実か
ら戦国大名は強い権力をもっていたという主張を行う
ことのできる論拠として，強い権力が命令している部
分に着目し，法を破れば両者を死罪（同罪）にし，も
し攻撃されたとしても我慢することを命じた規定と捉
えること（功利的認識）。第三段階は，事実と主張と
論拠がつくる説明の構造を裏付けるものとして，戦国
大名が「喧嘩両成敗」を定めたことは，強い権力を背
景に，喧嘩発生を抑止し，暴力を絶対的に禁止する意
味（目的）をもっていたと捉えること（価値的認識）。
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図　「喧嘩両成敗」に対する見方・考え方の構造

� � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � �

�

� � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � �

�

� � � � � � � � � � � �� � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� �� � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � �

� �� � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � �� �

� � � � � � � � � � � �

� � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

�

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �



田口紘子・竹中伸夫・田中　伸・丹生英治

― 118 ―

見方・考え方を育てる中学校歴史授業の開発―小単元「喧嘩両成敗について考える」の場合―

― 119 ―

最後の第四段階は，裏付けされた事実と主張と論拠の
説明構造と当時の社会状況を重ね合わせ，「喧嘩両成
敗」が生み出された理由として，強大な権力をもつ戦
国大名が他者の実力行使を否定するために生み出した
法だったと説明できる段階である（社会的認識）。
　図の上に示した「裁定回避・平穏主義」の見方・考
え方は，喧嘩の裁定者の権力は弱い，とする立場であ
る。この見方・考え方も，以下の４段階として構造化
することができる。第一段階は，「喧嘩両成敗」の規
定（事実）から，それを定めた戦国大名の権力は弱かっ
たとする（感覚的認識）。第二段階は，事実からその
主張を行うことのできる論拠として，弱い権力が人々
に求めている部分に着目し，攻撃されても我慢するこ
と，我慢すれば罪が免ぜられること伝えた規定として
捉える（功利的認識）。第三段階は，事実と主張と論
拠がつくる説明の構造を裏付けるものとして，戦国大
名が「喧嘩両成敗」を定めることによって，弱い権力
であるがゆえに，暴力の我慢を求めるとともに，相手
の成敗を求めた人々が戦国大名に訴え出ることを促
し，喧嘩を裁定することのできる権力を手に入れると
いう大きな意味（目的）をもったものと捉える（価値
的認識）。最後の第四段階は，裏付けされた事実と主
張と論拠の説明構造と当時の社会状況を重ね合わせ，
「喧嘩両成敗」が生み出された理由として，弱い権力
であった戦国大名が，自国を平穏な状態に保つために，
暴力の我慢と訴え出ることを求め，権力を高めるため
に生み出された法だったと説明できる段階である（社
会的認識）。
　これら２つの見方・考え方は権力において強いもの
と見るものと，弱いものと見るものと対照的なもので
あり，この見方・考え方により「喧嘩両成敗」の規定
の読み方も変わり，意味も変化させることができる。
（2）単元の構造
　開発した単元は，子どもたちが上述の２つの見方・
考え方に出会い，それぞれの構造を理解し，獲得する
とともに，新聞の見出し等で「喧嘩両成敗」と報じら
れる現代の事象に関し，２つの見方に照らし合わせて，
吟味・検討し，反省を行う構成となっている。歴史事象
の違った見方・考え方を見つけることで，現代事象をも
違った見方・考え方ができるようにしているのである。

（3）単元の展開構造
　単元は，導入，展開Ⅰ～Ⅳ，終結という６つの部分
で構成した。
　導入では，2006年サッカーワールドカップでの試合
中の挑発・暴力行為に対する FIFA の処分を報じる
新聞記事を用い，その見出しにある「喧嘩両成敗」の
中身や意味を把握する。次に戦国時代に制定された「今
川かな目録」第八条を現代語訳し，新聞記事の示す意
味と異なり，「特異な法」であることを確認するとと
もに，なぜ戦国時代にこのような法が生み出されたの
かを考えるという本単元の中心発問を導入する。
　展開Ⅰでは，室町時代の紛争や喧嘩の様子を僧侶が
残した日記から知り，その特徴を挙げることで，戦国
大名たちが直面した状況に身を置いて考えることがで
きるようにする。
　展開Ⅱでは，法が生まれた理由を考えていく際に，
戦国大名の権力を強いと想定する場合と弱いと想定す
る場合で２つの見方・考え方があることに気づかせる。
　展開Ⅲでは，「裁定拒否・強権主義」の立場で，法
が生まれた理由を説明する構造を探求するとともに，
その構造が展開Ⅰで取り上げた室町時代の喧嘩に適用
されたならば，どのような結末になっていたのかを想
定する。また，展開Ⅳでも「裁定回避・平穏主義」の
立場で同様に探求，想定を行う。
　終結では，導入で用いた新聞記事を示し，それらが
学習した２つの見方・考え方のうちのどちらの立場に
近いのか吟味し，複数の見方・考え方によって現代社
会を多様に考察することができることを理解し本単元
を終了する。

３．歴史単元「喧嘩両成敗について考える」
（1）単元名
「喧嘩両成敗について考える」
（2）単元の目標
① 戦国時代において「喧嘩両成敗」という法が生み出
された理由を考える際，「裁定拒否・強権主義」と「裁
定回避・平穏主義」の立場に立つ２つの異なる見
方・考え方があること。
② 現代の「喧嘩両成敗」に対するわれわれの意識を吟
味・検討し，反省すること。

（3）単元の展開
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に ・ は ど の よ う な 処 分 を し た だ ろ う か ？ ・ 加 害 者 」 の ジ ダ ン は ３ 試 合 の���� 「

見 出 場 停 止 （ 引 退 の た め 、 ３ 日 間 の

る 社 会 奉 仕 活 動 に 振 り 替 え ） と 罰 金

７ ５ ０ ０ ス イ ス フ ラ ン （ 約 ７ ０ 万

「

喧 円 。 一 方 、 頭 突 き を 受 け た マ テ）

嘩 ラ ッ ツ ィ も 、 挑 発 す る 言 葉 を 再 三

両 浴 び せ た と し て 、 ２ 試 合 の 出 場 停

成 止 と 、 ５ 千 ス イ ス フ ラ ン （ 約 ４ ７

敗 万 円 ） の 罰 金 を 受 け た 。

・ の 処 分 を ど の よ う に 感 じ た ？ 発 問 す る 例 ） マ テ ラ ッ ツ ィ 選 手 は 卑 怯 な 行

」

���� ��

答 え る 為 を し た の だ か ら 、 彼 の み が 処 分��

を 受 け る べ き だ 。

例 ） マ テ ラ ッ ツ イ 選 手 が 本 当 に 処

罰 さ れ る よ う な 発 言 を し た の か は

わ か ら な い が 、 ジ ダ ン 選 手 が し た

こ と は 世 界 中 が 見 て い た の だ か

ら 、 ジ ダ ン 選 手 の み 処 罰 さ れ る べ

き だ 。

・ 資 料 ① の 空 白 部 分 に 入 る 『 暴 力 を 受 け た 「 被 発 問 す る ・ 喧 嘩 両 成 敗、 ��

害 者 」 も 罰 金 と 出 場 停 止 処 分 を 科 さ れ る 』 と い 答 え る��

う 部 分 を 強 調 し 、 争 い の 加 害 者 も 被 害 者 も 罰 す

る こ と を 示 す 日 本 の 歴 史 的 用 語 は 何 だ ろ う か ？

・ こ の 新 聞 記 事 の 「 喧 嘩 両 成 敗 」 は 、 加 害 者 も 説 明 す る��

被 害 者 も 両 方 罰 せ ら れ る こ と を 意 味 す る た め に

使 わ れ て い る 。
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◎ 今 日 の 授 業 で は 、 な ぜ 戦 国 時 代 に こ の よ う な 発 問 す る

「

��

喧 法 が 生 み 出 さ れ た の か を 考 え て い こ う 。

嘩 ・ こ の 答 え と し て 大 き く 分 け て ２ つ の 考 え 方 が 説 明 す る��

両 明 ら か に さ れ て い る 。 そ の た め 、 そ れ ぞ れ の 考

成 え 方 で は 、 喧 嘩 両 成 敗 が ど の よ う な 法 だ っ た と

敗 説 明 す る の か 、 ど の よ う な 意 味 が あ っ た と 説 明

す る の か 、 考 え て い き な が ら 、 こ の 法 を 通 し て

」

へ ど の よ う な 当 時 の 社 会 が 描 け る の か 考 え て い こ

の う 。

問 ・ ま た 、 授 業 の 最 後 に は 、 現 代 の 我 々 が 「 喧 嘩 説 明 す る��

い 両 成 敗 」 と い う 言 葉 ・ 考 え 方 を 用 い る と き 、 ど

の よ う な 意 味 で 使 っ て い る の か 、 ど の よ う に 評

価 し て い る の か 考 え て み よ う。

展 ・ そ れ で は 戦 国 時 代 ど の よ う に 喧 嘩 両 成 敗、 「 説 明 す る」 ��

開 の 規 定 が 使 わ れ て い た の か 見 て い き た い と こ ろ

Ⅰ だ が 、 残 念 な こ と に 、 戦 国 大 名 が 喧 嘩 両 成 敗 を

用 い た 記 録 の 多 く は 、 後 世 の 軍 記 物 語 に し か 書

室 か れ て お ら ず 、 戦 国 大 名 が ど の 程 度 「 喧 嘩 両 成

町 敗 」 に 基 づ い て 支 配 を 行 っ て い た か は わ か っ て

時 い な い 。

代 ○ そ こ で ま ず 、 戦 国 時 代 の 前 の 時 代 、 室 町 時 代 発 問 す る��

、の に ど の よ う な 紛 争 や 喧 嘩 が お こ っ て い た の か を

喧 公 家 や 僧 侶 が 残 し た 日 記 な ど を 手 が か り に 見 て

嘩 い こ う 。

・ ・ 資 料 ⑤ 「 文 明 ４ ( )年 月 に 大 和 国 で お き 資 料 ⑤ 提 示 ・ 自 分 の 属 す る 集 団 の う け た 被 害���� �� ��

」 、 。 、 、紛 た 事 件 を 読 み 当 時 の 紛 争 の 特 徴 を あ げ よ う 資 料 ⑤ を 読 を 共 有 し 復 讐 に 乗 り 出 す こ と で��

争 み 、 紛 争 の 特 紛 争 を 激 化 さ せ て し ま う 。

の 徴 を あ げ る ・ 個 人 の 損 害 を 集 団 全 体 の も の と

様 考 え る 集 団 主 義 。

当 事 者 （ 集 団 ） 双 方 の 損 害 を 等子 ・

価にしようとする発想（相殺主義）。
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◎ 今 日 の 授 業 で は 、 な ぜ 戦 国 時 代 に こ の よ う な 発 問 す る

「

��

喧 法 が 生 み 出 さ れ た の か を 考 え て い こ う 。

嘩 ・ こ の 答 え と し て 大 き く 分 け て ２ つ の 考 え 方 が 説 明 す る��

両 明 ら か に さ れ て い る 。 そ の た め 、 そ れ ぞ れ の 考

成 え 方 で は 、 喧 嘩 両 成 敗 が ど の よ う な 法 だ っ た と

敗 説 明 す る の か 、 ど の よ う な 意 味 が あ っ た と 説 明

す る の か 、 考 え て い き な が ら 、 こ の 法 を 通 し て

」

へ ど の よ う な 当 時 の 社 会 が 描 け る の か 考 え て い こ

の う 。

問 ・ ま た 、 授 業 の 最 後 に は 、 現 代 の 我 々 が 「 喧 嘩 説 明 す る��

い 両 成 敗 」 と い う 言 葉 ・ 考 え 方 を 用 い る と き 、 ど

の よ う な 意 味 で 使 っ て い る の か 、 ど の よ う に 評

価 し て い る の か 考 え て み よ う。

展 ・ そ れ で は 戦 国 時 代 ど の よ う に 喧 嘩 両 成 敗、 「 説 明 す る」 ��

開 の 規 定 が 使 わ れ て い た の か 見 て い き た い と こ ろ

Ⅰ だ が 、 残 念 な こ と に 、 戦 国 大 名 が 喧 嘩 両 成 敗 を

用 い た 記 録 の 多 く は 、 後 世 の 軍 記 物 語 に し か 書

室 か れ て お ら ず 、 戦 国 大 名 が ど の 程 度 「 喧 嘩 両 成

町 敗 」 に 基 づ い て 支 配 を 行 っ て い た か は わ か っ て

時 い な い 。

代 ○ そ こ で ま ず 、 戦 国 時 代 の 前 の 時 代 、 室 町 時 代 発 問 す る��

、の に ど の よ う な 紛 争 や 喧 嘩 が お こ っ て い た の か を

喧 公 家 や 僧 侶 が 残 し た 日 記 な ど を 手 が か り に 見 て

嘩 い こ う 。

・ ・ 資 料 ⑤ 「 文 明 ４ ( )年 月 に 大 和 国 で お き 資 料 ⑤ 提 示 ・ 自 分 の 属 す る 集 団 の う け た 被 害���� �� ��

」 、 。 、 、紛 た 事 件 を 読 み 当 時 の 紛 争 の 特 徴 を あ げ よ う 資 料 ⑤ を 読 を 共 有 し 復 讐 に 乗 り 出 す こ と で��

争 み 、 紛 争 の 特 紛 争 を 激 化 さ せ て し ま う 。

の 徴 を あ げ る ・ 個 人 の 損 害 を 集 団 全 体 の も の と

様 考 え る 集 団 主 義 。

当 事 者 （ 集 団 ） 双 方 の 損 害 を 等子 ・

価にしようとする発想（相殺主義）。
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穏 ・ 訴 え を 聞 い た 戦 国 大 名 は ど う す る だ ろ う か ？ 発 問 す る ・ お そ ら く 軍 事 力 で 相 手 を 成 敗 す��

主 答 え る る 。��

義 ○ 権 力 が 弱 か っ た 戦 国 大 名 に と っ て 、 暴 力 の 連 発 問 す る ○ 暴 力 に 発 展 す る 前 に 両 者 が 訴 え��
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る シ ス テ ム が 整 え ば 、 ど の よ う な 利 点 が あ る だ れ ば ど ち ら が 悪 い か 戦 国 大 名 が 判

ろ う か ？ 断 す る 裁 判 に な る か も し れ な い 。

○ 人 々 が 戦 国 大 名 を 自 分 た ち の 上

位 権 力 と み な せ ば 、 支 配 を 受 け 入

れ や す く な る 。 人 々 を ま と め る 、

支 配 す る 権 力 が 強 ま っ て い く 。

○ 戦 国 大 名 が 人 々 に こ の よ う な こ と を 伝 え た 求 発 問 す る ○ 人 々 に 我 慢 さ せ る こ と 。（ ��

め た ） 目 的 は 何 だ っ た だ ろ う か ？ 答 え る ○ 人 々 が 訴 え 出 る こ と を 促 し 、 喧��

嘩 を 裁 定 で き る 権 力 を 手 に 入 れ た

り 、 人 々 を 支 配 す る 権 力 を 強 め る

こ と 。
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資料①「喧嘩両成敗，広がる波紋　サッカーＷ杯決勝，ジダン頭突き」朝日新聞朝刊，2006年７月25日。
資料②「各地の主な戦国大名（16世紀後半）」坂本賞三・福田豊彦監修『総合日本史図表』第一学習社，1994年，p.103。
資料③「分国法一覧」同上，p.102。
資 料④「今川かな目録第八条」清水克行『喧嘩両成敗の誕生』講談社，2006年，pp.178-179。
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　この事件のそもそものきっかけは，古市氏と宝来氏という国人（在地の有力武士）の家臣どうしのささいな喧嘩にあった。
ただ，さいわいにもこの喧嘩は，その場で誰かが仲裁に入ったのか，その場では「両方引分」となり，その後も両者のわ
だかまりは難なく解消されるかにみえた。
　ところが，後日，この喧嘩で宝来氏の家来は無傷であったのに，古市氏の家臣の側だけがきずを身に受けていたという
事実が，古市氏の家来たちの耳に入ってしまう。そのため，これでは「両者引分」ではなくて，宝来氏側の「過手」（過剰
攻撃）ではないか，と古市氏の家来たちは再び怒りを燃え上がらせてしまった。しかし，このとき古市氏の家来たちが復
讐の標的にしたのは，喧嘩をした宝来氏の家来当人ではなく，こともあろうに，その喧嘩をした宝来氏の家来の70歳には
なろうかという老父であった。気の毒にも無関係のその老父は息子のしでかした喧嘩の恨みを買って，古市氏の家来たち
によって殺害されてしまった。
　こうなれば当然，父親を殺された宝来氏の家来も黙ってはいない。こっちは怪我を負わせただけなのに，こちら側の人
間を殺害するとは，古市氏側の家来こそ「過手」ではないか，と，こんどは宝来氏の家来たちが報復に乗り出す。ところが，
ここでも報復の標的にしたのは，直接に父親を殺した人物ではなく，これまたまったく無関係の，古市氏の他の家来だった。
宝来氏の家来たちは，この事件とは直接無関係の古市氏の家来を拉致して，わざわざ殺された父親の住んでいた法華寺あ
たりまで連行したすえ，父親の仕返しとして処刑してしまった。
　この事件を日記に書きとめた興福寺大乗院の尋尊（じんそん）の感想は「けっきょく殺された老父と古市氏の他の家来は，
自分のまったく知らないことに巻き込まれて殺されてしまったことになる。しかも最初の原因をつくった張本人２人はい
まも無事でいる。なんという因果なめぐりあわせだろう。ふびん，ふびん。」

資料⑥「サッカー・ドイツW杯　ジダン退場問題　ジダンに罰金　軽い処分，政治判断も」毎日新聞朝刊，2006年７月21日。

Ⅳ．結　語

　本稿の目的は，戦国時代に生み出された「喧嘩両成
敗」を教材とし，子どもたちの歴史（社会）事象に対
する見方・考え方を多様化・深化させる中学校社会科
歴史単元（授業）を開発し，それを提示することにあっ
た。
　歴史単元「喧嘩両成敗について考える」において子
どもたちの見方・考え方を多様化・深化させる授業を
開発するという課題に対し，以下の３点が達成された
と考える。
　第１に，見方・考え方を育成する授業方略を提示す
ることができたこと。第２に，歴史授業における歴史
事象および解釈の多様化を示すことができたこと。第
３に，過去と現在，歴史と社会を結びつけ，それらの
見方・考え方を成長させる授業を開発したことであ
る。本稿には，提示した単元を実践し，子どもたちの
学習到達度の評価方略まで一貫して開発することが残
されているが，これは別稿にて述べたい。
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